
  

毎日の生活に身近な、
お金やインターネッ
トの使い方。この展示
をきっかけに、改めて
考えてみよう！ 

 

 

※そごう千葉店の営業時間は１０時～２０時。最終日の展示は１６時まで。 

※その他の会場は、平日８時３０分～１７時３０分。（美浜区役所：12 月 9 日（日）9:00～

12:30 花見川区役所：1月 12 日（土）・13 日（日）9:00～17:15 も鑑賞できます。） 

日  程 会  場 

１１月１３日（火）～１１月１９日（月） そごう千葉店 地階そごうギャラリー 

１１月２１日（水）～１１月３０日（金） 消費生活センター １階情報プラザ 

１２月 ５日（水）～１２月１２日（水） 美浜区役所 １階市民ロビー 

１２月１７日（月）～ １月 ４日（金） 消費生活センター １階情報プラザ 

 １月 ９日（水）～ １月１６日（水） 花見川区役所 １階市民ロビー 

 

市内の小・中学生を対象として、今年も消費者教育ポスターを募集しました。２つのテーマ（「お金を大切

にするということ」、「インターネットの安全で楽しい使い方」）に合計９２作品が集まりました。   

力作ぞろいの中、次の２作品が優秀賞に決定しましたので、紹介します。 

また、優秀賞（２点）を含む入賞作品１０点を、市内各所で展示します。ぜひお立ち寄りください。 

 

 

「お金を大切にするということ」 

海浜打瀬小学校１年 山﨑 桜羽 さん 
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●消費者教育ポスター展 開催のお知らせ 

●フリーマーケットサービスでのトラブルにご注意を！ 

●お知らせ「家庭用計量器無料検査」 

「消費者サポーター養成講座」「多重債務者特別相談」 

●消費者被害注意報 
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 事例のように、購入者と出品者との間で「偽物だ」「偽物ではない」や「商品が届かない」「確かに送っ

た」等、双方の主張が食い違い、トラブルに発展するケースが多く見られます。 

フリマサービスの取引は個人同士の取引であり、トラブルが発生した場合は、原則と

して当事者間（個人同士）で解決を図ることになる点を理解して利用しましょう。 

 

 フリマサービス運営事業者の多くはトラブルを防止するため、利用規約等で禁止行為や出品禁止商品

等について定めています。また取引上のマナーを紹介している場合もありますので、フリマサービス

を利用する前によく確認し、慎重に取引するようにしましょう。 

 

フリマサービスでは、商品到着後に購入者が出品者を「評価」することで、支払った代金が運営事業者か

ら出品者に振り込まれるシステムになっていることがあります。 

出品者を「評価」するのは商品が届いてからにしましょう。 

  

 トラブルになってしまった場合は、まずは当事者間で十分に話し合い 

をしましょう。トラブルが解決しない場合は、フリマサービス運営事業者に事情 

を伝え、調査等の協力を得られないか確認してみましょう。 

 それでも交渉が進まない場合、消費生活センターにご相談いただければ、利用規約や 

取引内容を再度確認し、問題点の整理を行うことができます。 

「買いたい！」「売りた

い！」という勢いで行動

せず、フリマサービスの

取引は慎重にね！ 

インターネット上で個人同士が商品やサービスを取引できるフリマアプリやフリマサイト等、フリーマーケ

ットサービス（以下、フリマサービス）の利用が広がっています。 

個人の持ち物等を簡単に売買できる手軽さが人気ですが、利用者の増加に伴いトラブルも増えています。 

そこで、相談事例をもとに、注意すべきポイントをお知らせします。 

 

＜事例１＞ 

 フリマアプリで購入したブランド品が偽物だったため、出品者に返品の連絡をしたが応じ 

てもらえず、アプリ運営事業者に相談したら「当事者間で話し合うように」と言われた。 

＜事例２＞ 

         フリマアプリで靴を購入する際、出品者から商品受取前の出品者評価を求められたため 

応じたところ、商品が届かず出品者と連絡がつかなくなった。 

＜事例３＞ 

 フリマアプリで洋服を出品し発送したが、購入者から「商品が届かない」と言われたため、 

配送事業者のホームページで確認すると配送済みになっていた。購入者にその旨連絡したが、 

商品代金が支払われない。 



  

本ページに掲載の催し等については、全て千葉市消費生活センターで実施します。 

所在地 千葉市中央区弁天１－２５－１   

アクセス JR千葉駅北口から徒歩約８分、京成千葉線新千葉駅から徒歩約１１分 

無料・要予約

要」よう 

実施しています 

借金を返済するために、さらに借金を重ねてしまう「多重債務」。多重債務は深刻な社会問題となっており、

早急な対応が必要です。消費生活センターでは、弁護士による「多重債務者特別相談」を実施しています。 

ご予約の上、ご利用ください。 

日 時 毎月 第２・４木曜日 13時～16時 

場 所 千葉市消費生活センター2階  

対 象 者 千葉市内に在住・在勤・在学の方 

予 約 
事前予約制です。お電話でお申込みください。※１日６組、30 分／組 

☎ ０４３-２０７-３０００（相談専用） 

 

11 月は、計量意識の普及・向上を図る「計量強調月間」です。消費生活センターでは、その一環として、「家

庭用計量器の無料検査」を以下のとおり実施します。予約は不要です。計量器を持参のうえ、お越こしください。 

日   時 平成３０年１１月１４日（水）・１５日（木） 13時～16時 

場   所 千葉市消費生活センター１階 情報プラザ 

対 象 者 千葉市内に在住・在勤の方 

対象計量器 

家庭で使用している血圧計（送気球で加圧するものに限る）、ヘルスメーター、 

体温計、温度計、キッチンスケール 

※検査できない器種：指や手首で計測する血圧計、耳式体温計など 
※修理は行いませんので、あらかじめご了承ください。 

 

のお知らせ 無料・予約不要 

※問い合わせ ☎０４３－２０７－３６０３（相談・指導班） 

日   時 平成３１年１月１７日（木） 13時半～16時４０分 

場   所 千葉市消費生活センター３階 研修講義室 

対 象 者 千葉市内に在住・在勤・在学の方 定員４０人（応募者多数の場合抽選） 

内   容 ① 成年後見制度の概要（1時間）  ② 傾聴（入門編Ⅱ）（2時間） 

申込方法  

電子申請（千葉市消費生活センターのホームページから）、または往復はが

きでお申し込みください。 

必要事項：講座名・参加者氏名(フリガナ)・住所・電話番号・返信用の宛名 

申込締め切り日：平成３０年１２月２７日（木） 

 

 地域の見守り活動に役立つ「消費者サポーター養成講座」。昨年度大好評だった澤村直樹さん（NHK 学園「傾

聴講座」監修者）の講座も、内容を変えて実施します。人と接する機会の多い方にオススメです。 

※問い合わせ ☎０４３－２０７－３６０２（消費者教育班） 

開催のご案内 無料・要予約

要」よう 



 

見守りのポイント 

商品・サービスの契約トラブルは千葉市消費生活センターへ！ 

相談専用電話  ☎０４３－２０７－３０００ 

                ※月曜日～土曜日９:００～１６:３０※祝日・年末年始は除く 

発行 千葉市消費生活センター TEL:０４３－２０７－３６０２ FAX:０４３－２０７－３１１１ 

「儲かる」「高配当」などとうたう投資話には慎重に！ 
 

 

 

事例１ 業者から「１口４０万円でパチスロ機を購入し、それを事業者にレンタ

ルすると、購入代金を２４分割した分と、配当として年利４％のレンタル料の

月割り分を毎月振り込む」と電話勧誘を受け、ためしに１口申し込んだ。 

契約の翌月、説明通りの金額が振り込まれたので、さらに１０口申し込んだ 

ところ、支払いが滞るようになり、その後、業者と連絡が取れなくなった。 
 
事例２ 「自社商品のオーナーになり投資すれば 

半年後に１０％の利子をつけて償還する」 

というダイレクトメールが届いた。 

１００万円を投資したが、1 度も支払われることが 

ないまま会社が破産した。最近では、弁護団を 

名乗る団体から着手金を支払えば被害回復のための 

手続きを代行するとの電話があった。 

≪相談員のアドバイス≫ 

・超低金利時代であるため元本保証や高配当をうたう投資話は魅力的ですが、冷静に

対処しましょう。元本保証の場合は利回りがより低く、高配当をうたう投資であれ

ば、当然リスクが高くなります。 

・  

直後から支払いが止まるという事例も多くみられます。 

・被害回復をうたい高額な着手金や手数料を要求されるような二次被害にも注意しま

しょう。 

 年利４％ 

千葉市高齢者等悪質商法被害防止ネットワーク 

 Ｎｏ．７９ 


